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年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得

額
が
一
定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受

給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。

　
受
取
に
は
、
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、日

本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が
実
施

し
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
方

・
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し

て
い
る
方

①
65
歳
以
上

②
世
帯
全
員
で
市
町
村
民
税
が
非
課
税

③
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の

合
計
が
約
88
万
円
以
下

・
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
前
年
の

所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以
下
で

あ
る
方

○
請
求
手
続
き

①
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
方
ま

た
は
受
取
り
対
象
と
な
る
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
10
月
中
旬
頃

か
ら
、
請
求
可
能
な
旨
の
お
知
ら

せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
同
封
の

ハ
ガ
キ
（
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
請
求
書
）に
記
入
し
、提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
令
和
３
年
２
月
１
日

ま
で
に
請
求
手
続
き
が
完
了
す
る

と
、
令
和
２
年
８
月
分
か
ら
遡
っ

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
方

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年

金
事
務
所
で
請
求
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
詐
欺
に
注
意

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を

装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
注

意
く
だ
さ
い
。

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か

ら
、
電
話
で
家
族
構
成
や
金
融
機

関
の
口
座
番
号
、
暗
証
番
号
を
聞

い
た
り
、手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求

め
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０

（05）
１
１
６
５

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
青
色
決
算
説
明
会
及

び
年
末
調
整
説
明
会
の
開
催
に
つ
い

て
は
、
見
合
わ
せ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
古
河
税
務
署
　
法
人
課
税
第
一
部
門

　
☎

（32）
４
１
６
１ （
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

※
電
話
番
号
に
お
か
け
い
た
だ
い
た

後
、自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て「
２
」

　
を
選
択
く
だ
さ
い
。

　
施
設
や
店
舗
を
安
心
し
て
利
用
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
茨
城
県
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
対
策

「
い
ば
ら
き
ア
マ
ビ
エ
ち
ゃ
ん
」
シ

ス
テ
ム
を
活
用
し
、
お
客
様
へ
安
心

感
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
ょ
う
。

　
シ
ス
テ
ム
に
登
録
を
す
る
と
、
県

か
ら
「
感
染
防
止
対
策
宣
誓
書
」
が

発
行
さ
れ
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
利
用
者
に

周
知
で
き
、
安
心
し
て
施
設
や
店
舗

を
利
用
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
事
業

者
の
方
は
、
ぜ
ひ
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
詳
細
は
、
茨
城
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
感
染
者
が
発
生
し
た
場
合
、
同

日
に
同
じ
施
設
を
利
用
し
た
方
に

注
意
喚
起
の
通
知
が
送
ら
れ
ま
す

が
、
発
生
し
た
施
設
名
等
が
記
載

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
だ
け
で
は
な
く

ガ
ラ
ケ
ー
（
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
フ
ォ

ン
）
を
使
っ
て
い
る
方
で
も
シ
ス

テ
ム
を
活
用
で
き
ま
す
！

　
二
次
元
コ
ー
ド
を
利
用
し
、
不
特

定
多
数
の
人
が
集
ま
る
施
設
や
イ
ベ

ン
ト
で
同
じ
日
に
二
次
元
コ
ー
ド
を

撮
影
し
た
人
に
メ
ー
ル
を
送
信
す
る

仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
濃
厚
接
触
者
だ
け
で
な
く
、
同
じ

日
に
同
じ
場
所
に
居
た
こ
と
に
よ
り

感
染
者
と
接
触
し
た
可
能
性
が
あ
る

方
に
幅
広
く
注
意
喚
起
を
行
う
も
の

で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
産
業
戦
略
部
中
小
企
業
課

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
５
４
７
２

　
県
内
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
労
働
局
賃
金
室

　
☎
０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
１
６

○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
向
け
た
支
援
策

①
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
無
料
相
談
窓
口

　
茨
城
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
０
１
２
０
（
９
７
１
）
７
２
８

②
業
務
改
善
助
成
金

　
茨
城
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

　
☎
０
２
９
（
２
７
７
）
８
２
９
４

③
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

　
茨
城
労
働
局
職
業
対
策
課

　
☎
０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
１
９

年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
制
度
に
つ
い
て

　
個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
で
、

一
定
の
所
得
を
超
え
た
場
合
、
個
人

事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
第
二
期
分
の
納
付
書
を
11
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
、
11
月

30
日
㈪
の
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
　
境
支
所

☎
（87）
１
１
２
０

　
誰
も
が
突
然
、
事
件
や
事
故
な
ど

に
あ
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
被
害

に
あ
っ
た
際
は
、
境
警
察
署
や
次
の

相
談
窓
口
等
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　
被
害
に
あ
っ
た
方
や
そ
の
家
族
が

回
復
す
る
に
は
、
周
囲
の
方
の
理
解
と

あ
た
た
か
な
支
援
が
必
要
で
す
。
み

な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
境
警
察
署
　
☎

（86）
０
１
１
０

・
茨
城
県
警
察
　
性
犯
罪
被
害
相
談

「
勇
気
の
電
話
」

　
♯
８
１
０
３
ま
た
は

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
０
２
７
８

・（
公
社
）
い
ば
ら
き
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
（
２
３
２
）
２
７
３
６

「
い
ば
ら
き
ア
マ
ビ
エ
ち
ゃ
ん
」

に
登
録
を
！

青
色
決
算
説
明
会
及
び
年
末
調
整

説
明
会
の
開
催
見
合
わ
せ
に
つ
い
て

茨
城
県
の
最
低
賃
金
が

「
時
間
額
８
５
１
円
」に
改
正

個
人
事
業
税
第
二
期
分
の

納
付
に
つ
い
て

11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は

「
犯
罪
被
害
者
週
間
」で
す


